
平
成
二
十
年
十
月
十
日
受
領

答

弁

第

六

六

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
六
六
号

平
成
二
十
年
十
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
の
送
付
を
契
機
と
し
て
訂
正
さ
れ
た
年
金
を
支
払
う
た
め
に
は
裁
定
変
更
の
申
出
が
必
要
で
あ
る

が
、
裁
定
変
更
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
基
礎
年
金
番
号
に
未
統
合
で
あ
っ
た
記
録
が
統
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
ほ
か
、
納
付

記
録
の
追
加
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
り
行
わ
れ
て
お
り
、
裁
定
変
更
の
申
出
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
の
か

を
区
別
し
て
把
握
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
本
年
五
月
よ
り
、
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
、
本
人
の
も
の
と
特
定
さ
れ
年
金
受
給
額
が
訂
正
さ
れ
る
可
能
性

の
あ
る
年
金
受
給
者
の
集
計
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
人
数
は
、
本
年
六
月
三
十
日
時
点
で
十
二
万
九
千
四
百
五
十
一
人
で
あ

る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
確
認
で
き
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
御
指
摘
の
所
長
と
の
連
絡
が
取
れ
て
お
ら
ず
、
実
施
で
き
て

一



い
な
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
前
年
の
標
準
報
酬
月
額
を
流
用
し
て
計
算
し
た
と
い
う
事
例
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
毎
日
新
聞
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
算
定
基
礎
届
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生

省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
を
い
う
。
）
が
再
三

の
指
導
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
を
本
年
度
の
標
準
報
酬
月
額
と
し
て
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
取
扱
い
が
「
前
年
の
標
準
報
酬
月
額
を
流
用
し
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

五
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
大
津
社
会
保
険
事
務
所
等
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
又
は
被
保
険
者

資
格
喪
失
日
の
記
録
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
訂
正
す
る
処
理
が
事
実
に
反
し
て
行
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
大
津
社
会
保

険
事
務
所
等
の
職
員
が
関
与
し
て
い
た
と
の
証
言
を
行
っ
た
大
津
社
会
保
険
事
務
所
の
元
職
員
が
徴
収
業
務
等
に
携
わ
っ
て

い
た
平
成
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
ま
で
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
所
長
で
あ
っ
た
者
二
名
に
対
し
、
本
年
九
月
に

二



ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
調
査
結
果
が
ま
と
ま
っ
た
段

階
で
必
要
に
応
じ
関
係
機
関
と
も
相
談
し
つ
つ
、
そ
の
取
扱
い
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
管
理
す
る
記
録
上
、
厚
生
年
金
保
険

に
係
る
標
準
報
酬
月
額
の
記
録
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
訂
正
す
る
処
理
が
事
実
に
反
し
て
行
わ
れ
た
事
案
に
該
当
す
る
可

能
性
の
あ
る
記
録
の
抽
出
を
行
う
際
に
使
用
す
る
条
件
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
尋
ね
に
つ

い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
月
三
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
八
号
）
三
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。

六
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

三


